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                                            岩手県人事委員会 

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第15号 

   年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、職員の定年等に関する条例（昭和59年岩手県条例第５号。以下「条例」という。）第12条並びに附則第13項

及び第14項の規定により、年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （任命権者） 

第２条 条例附則第13項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。 

 （年齢60年に達する日の属する年度の前年度以外の年度における情報の提供及び勤務の意思の確認の時期） 

第３条 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第13項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことが

できない職員として同項に規定する職員に対する同項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認は、同項に規定する期間内

に、できる限り速やかに行うものとする。 

 （情報の提供） 

第４条 条例附則第13項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報（第１号、第３号及び第４号に掲げる情報にあって

は、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。）とする。 

(１) 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第28条の２及び第28条の３並びに条例第８条の規定による

管理監督職勤務上限年齢（条例第６条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。）による降任等に関する情報 

(２) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例（令和４年岩手県条例第39号）の規定による定年前再任用短時間勤務職

員（同条例第１条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次条第２項第３号において同じ。）の任用に関する情報 

(３) 一般職の職員の給与に関する条例（昭和28年岩手県条例第48号）附則第39項から第51項まで又は市町村立学校職員の給与

等に関する条例（昭和28年岩手県条例第49号）附則第41項から第49項までの規定による給与に関する特例措置に関する情報 

(４) 職員の退職手当に関する条例（昭和28年岩手県条例第40号）附則第13項から第16項までの規定による退職手当に関する特

例措置に関する情報 

(５) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第13項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報 

２ 前項の規定は、条例附則第14項の規定により警察法（昭和29年法律第162号）第56条の２第１項に規定する特定地方警務官に

提供する情報について準用する。この場合において、前項第１号中「地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という

。）第28条の２及び第28条の３並びに条例第８条の規定による管理監督職勤務上限年齢（条例第６条に規定する管理監督職勤務

上限年齢をいう。）による降任等」とあるのは「警察法（昭和29年法律第162号）第56条の４第１項の規定による任命等」と、

同項第５号中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と読み替えるものとする。 

 （勤務の意思の確認） 

第５条 任命権者は、条例附則第13項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなけ

ればならない。 

２ 条例附則第13項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。 

(１) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思 

(２) 年齢60年に達する日以後の退職の意思 

(３) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向 

(４) その他任命権者が必要と認める事項 



３ 前２項の規定は、条例附則第14項の規定による勤務の意思の確認について準用する。この場合において、第１項及び前項第４

号中「任命権者」とあるのは、「警察本部長」と読み替えるものとする。 

 （補則） 

第６条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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